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・議事内容 下記のとおり 

〈事務局〉 

人権担当理事 

〈事務局〉 

村林会長 

村林会長 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今

より平成３０年（２０１８年）度第２回津市隣保館運営審

議会を開催させていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

本日、司会進行を務めさせていただきます津市市民部地

域調整室の塚田でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

はじめに、橋本人権担当理事よりご挨拶を申し上げます。

（人権担当理事挨拶） 

続きまして、議事に入ります前に、本日は、２２名の委

員のうち１３名の委員にご出席をしていただいており、委

員の半数以上の出席がございますことから、津市隣保館の

設置及び管理に関する条例第１９条第２項の規定に基づ

き、会議が成立していることを報告いたします。 

それでは、議事を進めさせていただきます。条例第１９

条第 1 項の規定によりまして、村林会長に議長職をお願い

したいと思います。村林会長、よろしくお願いいたします。

村林でございます。どうぞよろしくお願いします。 

皆さんの活発な御議論をいただきながら、議事を進めて

まいりたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

会議の進め方でございますが、それぞれの議題について、

事務局から説明をいただき、その後、委員の方々から質問

やご意見をいただく形で進めさせていただきたいと存じま

すがいかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございました。それでは、そのように進めて

まいります。 

事務局から、あらかじめお話いただくことは何かござい
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〈事務局〉 

村林会長 

村林会長 

〈事務局〉 

村林会長 

村林会長 

ますか。 

本日の審議会の会議録作成のために、事務局におきまし

て、会議を録音させていただいております。 

また、今回、会議録へのご署名は、井上委員と大橋委員

にお願いしたいと思います。 

委員の皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。それでは、そのように進めさせ

ていただきます。 

事務局、他にありますか。 

当審議会の公開についてでございますが、本市における

審議会の会議の公開については、津市情報公開条例第２３

条において個人の情報などの不開示情報が含まれる事項に

ついて審議等を行う場合や会議を公開することにより、公

正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる

場合を除き会議は原則公開とする旨規定しております。 

このことから、当審議会の会議につきましては、「個人の

情報」などが含まれる審議等以外につきまして、原則公開

する方向で取り扱うことになりますので、よろしくお願い

いたします。 

事務局の説明にありましたように「個人の情報」などが

含まれる審議等以外につきまして、原則として公開となり

ますが皆さまよろしいですね。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。 

それでは、会議の公開につきましては、そのようにさせ

ていただきます。 

では、議事に入ります。お手元の資料を 1 枚めくってい

ただいて、事項書の２番、事項の（１）平成３０年（２０
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〈事務局〉 

１８年）度隣保館事業活動報告（中間報告）について、事

務局の説明を求めます。 

それでは、平成３０年（２０１８年）度隣保館事業活動

報告（中間報告）についてご説明いたします。 

資料の４ページから１６ページをお願いします。 

平成３０年（２０１８年）度隣保館活動報告につきまし

ては、平成３０年１２月３１日現在の内容となっておりま

す。 

各館における活動については、４ページに集約させてい

ただいておりますとおり、隣保館の基本事業といたしまし

て、生活や健康など様々な相談事業を、また啓発・広報事

業としまして隣保館だよりの発行や人権講演会などの事業

を、教養・文化講座としまして各種教室等の開催を、自主

的組織活動事業として自治会やサークル活動への支援を、

そして特別事業といたしましてデイサービス事業、地域交

流促進事業などを、各館それぞれで内容は異なりますが実

施してきております。 

利用者数は、延べ 45,033 名で、月平均約 5,004 名、本年

度も各館で文化教養講座を開講し、また各種学習会をとお

して、地域コミュニティの醸成や人権啓発に努めているも

のでございますが、前年度と比較して、全体で 4,252 名の

減少となっております。 

また、１７ページから２４ページまでの交流・連携・特

色事業につきましては、本年度の事業計画に基づき、それ

ぞれ実施してきているところであり、地域における拠点施

設としての役割を担いつつ、人権諸課題の解決に向け、取

り組んでいるところでございます。 

交流事業においては、主に地域の学校や自治会、老人会

等々の各団体とイベントなどを通して、交流親睦を深めて

おります。 

連携事業においては、地域文化祭やフィールドワーク、

講演会等を他団体と連携を図りながら事業を実施し、学

習・啓発に努めております。 

特色事業においては、各館、デイサービスや人権講座、

地域学習会など地域住民の要望に応じる独自の事業を実施
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村林会長 

髙倉委員 

〈事務局〉 

髙倉委員 

〈事務局〉 

しながら、親しみやすい館づくりを目指し、取り組んでお

ります。 

平成３０年（２０１８年）度隣保館事業活動報告（中間

報告）については、以上でございます。 

事務局より説明がありました。ご質問等がございました

らお願いします。 

最近、どこの地区でも高齢化が進んで、若い世代が少な

くなって、老人世帯が多くなって、同和地区においても高

齢化の進捗が激しいんではないかなと思うんですけれど

も、事務局において人口の構成比とか資料とかございます

か。 

老人人口の構成比の資料は、今、手元にはないんですけ

れども、実際に隣保館を運営していく上での話を聞いてい

ると、利用者については、高齢者が中心になってきておる

ようなところもかなり多いと聞いております。小学校の低

学年については、学習活動の中で利用があったりとか、い

う部分もあるかと思いますが、基本的に講座については、

利用者の固定化、高齢化、こういったものが顕著にみられ

るというような話になっていると。この辺は隣保館を運営

していく上でも、新たな参加者を募るうえでの、ひとつの

課題になってくるのかなという認識をもっています。 

なぜお聞きしたかというと、中央市民館は３階建てで、

ホールは３階にございますね。予算的な面や建物の耐久年

数や耐震の課題とか色々あるかと思いますけど、エレベー

ターなりエスカレーターなり高齢者に対して優しい施設と

いうか、それらも今後、すぐには無理やと思いますけど、

長期の計画で、計画の中に入れてもらえると地域住民にと

って、ありがたい施設になるんじゃないかなと思うんです

けれども、要望です。 

エレベーターというとなかなか大規模な改修になってき

ますので、今すぐにというのは難しい部分はございますけ
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中川委員 

村林会長 

村林会長 

〈事務局〉 

れども、後程、実は３１年度予算の中でお話しをさせてい

ただく予定でおるんですけれども、中央市民館につきまし

ては、トイレについて、多目的トイレがなかったというと

ころで、バリアフリートイレの設置について、３１年度整

備をさせていただく予定でおります。それは後程説明させ

ていただきます。 

講座の数は増えてよろしいのやけど、高齢者はサロンに

も行くし、高齢者があっちもこっちもと掛け持ちになって

きて大変やと思います。そのサロンと講座との兼ね合いは

今後の検討課題かなあと思っています。こっちも行きたい

けど、サロンも行きたいという方がかなりございますので、

高齢者、１日あっちこもこっちもという訳にはいきません

ので、サロンも重点的、講座も隣保館として育成していか

なあかん、事業としてやっていかなあかんと思いますので、

その辺が今後の課題かなと思っています。 

ありがとうございます。 

他、よろしかったでしょうか。 

それでは、次の事項に移らせてもらってよろしいでしょ

うか。 

（異議なしの声） 

続きまして事項（２）隣保館関連予算について、事務局

の説明を求めます。 

それでは、隣保館関連予算につきまして、説明いたしま

す。 

お手元にお配りしました「事項２隣保館関連予算につい

て」の用紙をご覧ください。 

まず、１番の平成３１年度施設整備予算を、ご説明申し

上げます。 

ただいま会期中の議会に上程中のものであり、現時点に

おきまして予算が確定しているものではございませんが、

ほぼ予定案どうりに認められる公算のため、今回、この審
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議会の中で説明の方をさせていただくものです。 

まず、次年度（平成３１年度）におきましては、久居北

口文化会館の耐震補強工事を実施させていただく予定とな

っています。また、同じく久居北口文化会館のデイサービ

スセンターにおきましても機能回復訓練室の改修をおこな

い利用者の健康を増進し利便性を図る工事を実施していき

ます。 

いずれも今年度に、下の「参考」の平成３０年度施設整

備実績の部分にも記入させていただいておりますが、平成

３１年度に工事を行うべく、今回、今年度に実施設計業務

をおこなってきておりまして、一連の改修整備計画のなか

で順序立てて整備を行っているものでございます。 

次の長谷山市民館庇改修工事実施設計業務につきまして

は、今年度、当隣保館の耐震診断を実施したところですが、

耐震診断結果としては問題がなかったものの、庇部分が脱

落する恐れが指摘され、改修していく必要性が出てきたこ

とから、平成３１年度に改修工事のための実施設計を行い、

２０２０年度で庇改修工事を目指すものです。 

そして、中央市民館の多目的トイレ設置工事につきまし

ては、指定避難所にもなっている当隣保館ですが、バリア

フリートイレが存在せず、災害時の避難者対策の部分も含

め、利用者の利便性を考慮しバリアフリートイレの設置を

新年度において施工していこうとするものです。 

次に２番の隣保館事業関連予算ですが、職員の人件費を

除き、以下の経費を計上し、平成３１年度の隣保館事業を

進めていきたいと考えています。 

まずは、直接事業の実施にかかる経費について、これは

講師の謝金でありますとか、講演会を行う際の委託料、事

業用の消耗品などを計上している、事業実施に対する経費

で２千３２９万６千円を計上しています。 

また、施設の光熱水費や修繕料など、建物の維持管理に

かかる経費が２千１０３万４千円。 

それから、先ほど１番で説明させていただきました施設

の改修工事にかかる整備費が４千６４５万７千円。 

そして、協議会や研修会への負担金として１２１万４千

円を計上しております。 



7 

ちなみにですが、その下に参考としまして施設の整備、

維持管理も含めた隣保館事業関連予算推移を掲載させてい

ただきました。 

維持管理や改修工事費等に左右される部分が大きいのが

現実でございますが、年々上昇してきている状況でござい

ます。 

しかしながら、実際の事業の実施にかかる経費、講師の

謝金であるとか講演会の委託料、事業用消耗品など事業の

実施にかかる経費については、ほぼ横ばいで推移している

状況でございます。 

さて、平成３１年度の隣保館活動につきましては、各隣

保館におきまして、２番で説明しました事業の実施に係る

経費（講師謝金や講演会委託料あるいは消耗品など）にか

かる予算執行を中心に事業を進めさせていただくこととな

ります。 

当該予算が市議会にて議決された新年度４月以降におき

まして平成３１年度の活動内容を各隣保館運営委員会にて

検討していただき、おおむね各隣保館の運営委員会がほぼ

開催され終わったぐらいの６月下旬辺りを時期の目安とい

たしまして、改めて、審議委員の皆様に各運営委員会にて

決定されました平成３１年度の各隣保館事業計画をご確認

いただくつもりでおります。 

また、今回、別添資料として「隣保館運営の方針」と「平

成３０年度各隣保館事業計画」を参考資料として添付させ

ていただいております。 

隣保館運営の方針につきましては、平成１４年の厚生労

働省事務次官通知の内容にて作成しているところでござい

ますが、各隣保館ではこちらの運営方針をベースにいたし

まして、各隣保館が開催する運営委員会の中で、新年度の

事業計画を決定し、相談機能の強化や利用率の向上を検討

していくことになります。 

新年度に向けまして、平成３０年度の各隣保館における

活動方針を見直し更新していくにあたり、こういったもの

を追加したらどうかとか、修正したらどうかといったご意

見がございましたら、ご意見をお伺いしたいと思います。

説明は、以上でございます。 
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村林会長 

井上委員 

〈事務局〉 

井上委員 

〈事務局〉 

ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、

ご質問等がございましたらお願いします。 

 よろしいですか。今、今後の事業計画的なもの、予算の

説明がございましたし、着々と整備されておるのは分かり

ますけれども、現に１２か所の隣保館ございますね。現在、

施設的にも苦しんでいるところもあると思います。先ほど

も話があったように、高齢化が進んでおりまして、色々と

施設が使いづらくなっているということも、これから解消

していかなければならない問題だと思いますので、中央市

民館の多目的トイレは、立派にできると思いますけど、他

の隣保館も多目的トイレが必要な時期がきていると思いま

す。おそらく多目的トイレが設置されている隣保館も少な

いと思いますので、現実として各隣保館の館長はどうです

かね。 

私どもの障害者団体として、芸濃町の雲林院福祉会館はカ

ラオケを２階でやってもらっていたんです。２階ですと、

障害者は上がりにくい人がたくさんいたんで、色々話し合

った結果、館で融通を利かせてもらって、現在は１階を使

わせてもらっています。そのことによって、障害者も入り

やすくなったというようなことも聞いておりますので、多

目的トイレも浸透していないと思いますので、各館の館長

がどのようにお考えになっているのか、早急に施設を改善

するのは難しいと思いますけど、高齢化がどんどん進んで

いきますので、なるべくたくさんの人が使いやすい隣保館

にするための工夫をしてほしいなと思います。ご意見聞き

たいと思います。 

それは館長ですか。 

特に発言される方があればお願いしたいと思います。 

バリアフリートイレにつきましては、そういった利用を考

えると必要だと思います。ただ、すぐ整備できるかという

とそういうものでもない。施設整備計画の中で、それも役
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村林会長 

井上委員 

〈事務局〉 

所のルールになってきますけれども、そういった中でもん

で、実際に必要やと認められたところから、順次整備して

いくという形になってこようかと思います。今回は、中央

市民館がバリアフリートイレを設置に至った経緯につきま

しても、避難所になっているという経緯もございまして、

実際、昨年度、避難者がみえたときに、利用できなかった

という経緯がございました。そういった中で、私どもの方

としても財政当局の方へ力強く働きかける中で、整備の方

を行えるようになった次第ですけれども、各隣保館ごとに

それぞれ事情もありますでしょうし、整備しなければなら

ない内容になると思いますけれども、各隣保館からさまざ

まな意見を聞かせていただいて、財政当局へ整備について、

働きかけていきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

隣保館で実際に困ってみえる、そういう館長さんの意見は

ございませんか。 

貴重な意見ありがとうございます。 

隣保館に限らず、全体の公共施設の在り方、津市の公共施

設管理計画をすでに定めていまして、今現在、それぞれの

施設の類型に応じて、個別管理計画というのを現在策定中

でございます。もう少し、策定までに時間を要するんです

けれども、まずそこでの議論は、集会所施設からはじめて

いまして、地域の集会所、コミュニティセンターのほかに

市内１２か所にある隣保館も対象になっておりまして、一

昨日も会議があったところなんですけれども、そこで言わ

れておりますのは、利用率の低迷が課題になっております。

ソフト面としては、相談機能の強化が必要ではないかとい

うことも議論に上がっているんですけれども、今、井上委

員おっしゃっていただきましたハード面というのも、影響

があるのかなというふうに思っています。先ほど室長が申

し上げたように、公共施設がかなりの数がございまして、

中長期的に計画的に必要な改修を進めていかなければなら

ないとならないし、隣保館ではないんですけれども、他の
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施設の種類によっては、集約化というのも議題にあがって

います。選択と集中という観点から、そういう議論も上が

っているんですけれども、隣保館については、現状の隣保

館を今後も継続して、効率よく使いやすい隣保館を目指し

て、運営をしていかなければならないというふうに感じて

おりますので、委員の指摘を十分に踏まえながら、今後、

財政当局とも調整をしていきたいと思っております。 

よろしかったでしょうか。 

今、トイレの話が出ていましたけれども、トイレがバリア

フリーになったとしても、館そのもののバリアフリー化が

進んでいなければ、そこへいくまでの同線の問題もあると

思いますので、その辺の整備はどこまで進んでいるのです

か。 

先ほどの中央市民館の例をとりますと、上り口までは、す

でにスロープが設置されておりますので、トイレがバリア

フリー化されれば、利用については、かなり利用しやすい

状況になっております。 

色んな制約があるとは思うんですけれども、駐車場から館

の入り口まで行くところのバリアフリーが難しい。どこに

車を止められるかによって、スロープを使いにくくなる位

置にしか止められなかったりとかということもあるかと思

いますので、その辺よろしくお願いします。 

人権担当参事大川です。人権課長も兼ねておりまして、高

齢者また障害がある方についての配慮の話だと思います。

これにつきましては、市といいますか、自治体の責務とし

て、合理的配慮に努めていかなければならない。ただそれ

は、ハード面についてはお金もかかる話ですので、即時と

いうのは中々難しい話ではございますけれども、みなさま

のそれぞれの隣保館の運営委員会の方で、お考えいただく、

ご配慮いただくところではあるかと思いますけど、今、井

上委員のお話しもありましたとおり、２階で講座等を行う
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場合、１階でスペースを作って、講座等を開く。また段差

があるところは、みなさん講座生同士で助け合う、職員が

助け合って、使いやすい配慮をしていく。そういう部分が

大切になってくると思います。みなさんの協力があって、

館が、みなさんが使いやすくなっていきますので、いい隣

保館にしていくんだという気持ちを込めて、館運営に努め

ていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

よく分かっていないので、教えていただきたいのですが、

事業の中で、高齢者にかかわる事業をしていくときに、デ

イサービス事業等をされた場合、福祉事業を使われた場合、

収入があると思いますが、その収入は、どのような形で、

市へ入っていくお金になるのか、隣保館の運営の中で使う

お金になるのかという部分と、隣保館運営の方針の中で言

われた関連機関との連携はどこまでの範囲を、予算執行に

関しても連携して、そこに任せることができるということ

なのか、その辺はいかがでしょうか。 

隣保館で行っているデイサービスは、自己負担分は発生し

ておりません。無償でサービスをさせていただいておりま

す。久居の給食事業だけは、材料費だけはいただいて、給

食の実施している費用にさせていただいております。その

ほかの健康回復器具の利用については、無償でご利用いた

だいております。 

高齢者の利用に関しては、隣保館の中での考え方であって、

一般の高齢者のデイサービス事業とは分けてみえると思い

ますが、もしそこで福祉事業的な形をした場合、できるの

かできないのか。あるいはそれをするなら隣保館そのもの

ですることが難しいので、どこかに委託するということが

連携と考えることができるのかということです。 

今ちょっと明確な言葉ではお答えできないのですが、全隣

協なんかで、出してますものによりますと、地域福祉サー

ビスの取り組みということも隣保館の機能として、例えば
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福祉と人権のまちづくりをしこうした内容の取り組みとい

ったこともうたわれていますので、実際久居がやっていま

すデイサービスもその一環だと思いますが、それ以外で具

体的に例えば社協とか社会福祉法人とか、運営方針の中に

もありますけれども、どこまで具体的に連携ができるのか、

例えば隣保館事業として企画したものを、会長がおっしゃ

たように外部に委託することができるのかといったこと

は、国の補助要項のからみもありますので、それは調べさ

せていただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

地域で何かを活性化していこうとするときに、隣保館だけ

の力でというのは、中々限界があると思いますので、もし

そういう形で外部を使えるのであれば、単に隣保館の予算

でない部分でも行けるんではないかなと 

私が一昨日の津市の公共施設総合管理計画の会議の話を紹

介させていただきましたけれども、実は今、一部その地区

活動拠点、地域課題を解決するためのさまざまな取り組み

を小学校区単位で、拠点となる施設、それはコミュニティ

センターであったり、集会所であったりするんですけれど

も、例えばそういう基幹となる施設がないところについて

は、隣保館も隣保館事業の支障のない範囲で、機能を付加

して、地域課題の解決に取り組む拠点として、活用してい

ってはどうかという議論もなされておりますので、会長が

おっしゃってみえた視点も踏まえて、今後、個別計画を定

めていくんですけれども、検討していきたいと考えており

ます。 

ありがとうございます。ほかに何かありますか。 

なければ、議事の３「その他」に移らせていただきます。

事務局何かありますか。 

特に今回、その他としてはございません。 

何かありますか。 
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３月１６日発行の人権だより、読ませていただきました。

昨年度、意識調査が実施されて、その結果を啓発事業等、

講演なんかで活用させてもらっているんですけど、読ませ

ていただいておって、みなさんどんなふうにお感じなんか

なと素朴な疑問なんですが、人権に関する市民意識調査か

ら、設問の中に、市民の人権意識は１０年前に比べて、高

くなっていると思いますか。ということが取り上げられて

おりまして、その右に最近５年間で差別や人権侵害を受け

たことがありますか。と２つ取り上げられておるわけです。

この市民の人権意識は１０年前に比べて、高くなっている

と思いますか。と具体的な設問ですよね。ちょっと奇異に

感じたのは、答える側に立った時に、例えば、あなたの人

権意識は１０年前に比べてどうなりましたかという設問で

あればよく分かるのですが、市民の人権意識は１０年前に

比べてって、個人に聞かれた時に、どのような尺度で答え

ていくのかなとふと疑問に思って、専門家でもなんでもな

いので、素朴な疑問なんですが、これはどうなんでしょう

か。私がそのペーパーがまわってきて、あなたが１０年前

だったら、何となく自分の意識をたぐっていけば、分かる

のですが、市民の人権意識というのは設問としてどうなん

かなと、ちょっと疑問に思ったので、事務局でこの問題に

ついて分かる範囲で結構ですので。というのは、その右に

かかれておる５年間で差別や人権侵害を受けたことがあり

ますかというのは、これは明確に答えられますよね。そう

いう具体的な設問の集約として、分析するものが、１０年

前に比べてどうなんかなというふうに解説するのが本当じ

ゃないかなと素人ながらそのように思ったもんですから。

わざわざ広報に取り上げられておりましたので。そのあた

りをお聞かせ願えればありがたいです。 

市民の人権意識というところのお話しですけれども、今回

の設問については、客観的な話の中で、ご自分が、津市民

のみなさまの人権感覚というか、私らが生活していく上で、

人権というのが尊重されるまちになってきているかどうか

というかという形で問わせていただきました。委員が言わ
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岡山委員 
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れますように、自分、個人のことなら書きやすい、確かに

そうだったかもしれません。その設問に対しては、客観的

な形で、市というものをとらえていただく設問をとらせて

いただきましたが、今後の設問の取り方として、参考とさ

せていただきたいと思います。個人的にそれぞれ自分が書

きやすい設問にしておいくべきであったかもしれません

が、今回こういう形にさせていただきました。 

よろしいですか。 

結構です。 

そのほか何かございますでしょうか。 

質問というか、要望もかねてなんですが、今日、審議会を

する日を決定したというのは、色んな事情があって、今日

の日に決定されたのだと思いますが、いつももうちょっと

早いですよね。２回目は２月ごろじゃないかなと思います。

何でかというと、３月になると、色々忙しいことが起きて

きて、今日もこれ、卒園式が一志であるということは、津

市もあるのではないかなと思うんですが、その日にわざわ

ざ被らせて、津市がやってて、園も津市なんだから、ちょ

っと関係機関に連絡をとってもらったら、日はずらせたは

ずです。県や民間がしている行事まで調整しろとは言いま

せんけど、西本校長から連絡が入って、ここへも来たいけ

ど、町内である卒園式に出席せんならんから、遅れていき

ますと数日前から聞いとったんです。それで、今から出ま

すと連絡があったんですが、終わってしまったら間に合わ

ないですよね。ここに出席したいもんもおるのに、そうい

う状況を津市である機関どおしが、調整をとれやんと今日

の日に設定されたというのは、ちょっと腑に落ちやんのや

けど、今後そういうことのないようにしてほしいんやけど。

申し訳ございません。実際、今年につきましては、３月の

議会がぐっと早まったという部分がございまして、普段で

したら２月に開催させていただくところですが、それがち
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ょっと難しくなったというところが１点と、それと部屋の

関係で、今、選挙の事務が佳境に入っておりまして、どこ

もかも大きな部屋をとることができない中で、日付けの選

択がもうこの日かこの日しかないというような状況が正直

ございました。じゃあ前もって調整したら調整できやん話

かと言われますと、そういう訳ではありませんので、真摯

に反省いたしまして、次回につきましては、そういった被

ることのないような、時期、時間に開催をさせていただき

たいと思います。申し訳ございませんでした。 

委員の半数以上が出席しないと意味がないということです

が、２２人おって１３人ですよ。２人しかクリアしてない

ので、半数以下になった時に、出てきたもんはどうするん

やという話になりますので、その辺、今後、お願いします。

はい、申し訳ございません。 

日程の調整よろしくお願いします。 

そのほか何かございますか。 

それでは、委員の皆さん、いろいろご意見をいただきまし

た。 

また、長時間にわたる審議にご協力をいただき、誠にあ

りがとうございました。 

これにて津市隣保館運営審議会を閉会いたします。 

どうも、お疲れさまでした。 


